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発達障害者支援施策

○発達障害の定義と発達障害への理解の促進  
○発達障害者に対する生活全般にわたる支援の促進  
○発達障害者支援を担当する部局相互の緊密な連携の確保 

Ⅰ　ね ら い  

定義：発達障害＝広汎性発達障害（自閉症等）、学習障害、注意欠陥・多動性障害等、通常低年齢で発現する脳機能の障害 

Ⅱ　概　　要 

就学前（乳幼児期） 就学中（学童期等） 就学後（青壮年期） 

○早期の発達支援 
○乳幼児健診等による早期発見 

○就学時健康診断における発見 
○適切な教育的支援・支援体制の整備  
○放課後児童健全育成事業の利用 
○専門的発達支援 

○発達障害者の特性に応じた適切
な就労の機会の確保  
○地域での生活支援  
○発達障害者の権利擁護 

発達障害者支援センター　専門的な医療機関の確保（都道府県） 

専門的知識を有する人材確保　調査研究（国） 

発達障害者支援法のねらいと概要 概　　要




